
 

 

（写） 

龍ケ崎市手数料条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

令和７年９月２６日 

                                               龍ケ崎市長 萩 原  勇 

 

龍ケ崎市条例第３６号 

龍ケ崎市手数料条例の一部を改正する条例 

龍ケ崎市手数料条例（平成１２年龍ケ崎市条例第２号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改正後 改正前 

別表第１（第２条関係） 

証明等手数料 

証明等の種類 単位 金額 

納税証明書 １通 ３００円 

完納証明書 １通 ３００円 

滞納無証明書 １通 ３００円 

課税証明書 

 

１通 ３００円 

非課税証明書 

 

１通 ３００円 

課税（非課税）証明書（多機

能端末機による場合） 

１通 ２００円 

営業証明書 １通 ３００円 
 

別表第１（第２条関係） 

証明等手数料 

証明等の種類 単位 金額 

納税証明書 １通 ３００円 

課税所得証明書（多機能端末

機による場合を除く。） 

１通 ３００円 

課税所得証明書（多機能端末

機による場合） 

１通 ２００円 

非課税証明書（多機能端末機

による場合を除く。） 

１通 ３００円 

非課税証明書（多機能端末機

による場合） 

１通 ２００円 

事業所証明書 １通 ３００円 
 



 

 

固定資産（土地・家屋）評価

証明書 

１通 １筆又は１棟 ３００円 

１筆又は１棟増５０円加算 

固定資産（償却資産）評価証

明書 

１通 ３００円 

固定資産（土地・家屋）公課

証明書 

１通 １筆又は１棟 ３００円 

１筆又は１棟増５０円加算 

固定資産（償却資産）公課証

明書 

１通 ３００円 

資産証明書 １通 ３００円 

償却資産証明書 １通 ３００円 

固定資産（土地・家屋）無資

産証明書 

１通 ３００円 

固定資産課税証明書（土地・

家屋・償却資産） 

１通 ３００円 

住宅用家屋証明書 １通 １，３００円 

   

      省  略 

   

滅失証明書 １通 ３００円 

名寄帳兼（補充）課税台帳

（土地・家屋・償却資産）の

写し 

１枚 １０円 

地図複写（Ａ３判まで） １枚 ３００円 

 

固定資産評価証明書 

 

 

 

１通 １筆又は１棟 ３００円 

１筆又は１棟増５０円加算 

固定資産公課証明書 

 

 

 

１通 １筆又は１棟 ３００円 

１筆又は１棟増５０円加算 

固定資産資産証明書 １通 ３００円 

住宅用家屋証明書 １通 １，３００円 

   

      省  略 

   

建物滅失証明書 １通 ３００円 

名寄帳兼課税台帳の写し １枚 １０円 

地図閲覧 １枚 ２００円 

地図複写（Ａ３判まで） １枚 ２００円 

特に手数を要する地図複写で

前段の地図複写により難いも

の 

１枚 ８００円 

 



 

 

狩猟税に関する証明書 １通 ３００円 

   

      省  略 

   

備考 

  １ 市税に関する証明は、１年度をもって１通とする。ただし、法

人市民税の納税証明書については、当該法人の１事業年度をもっ

て１通とする。 

  ２    省  略 

狩猟者登録税に関する証明書 １通 ３００円 

   

      省  略 

   

備考 

  １ 市税に関する証明は、１年度１税目をもって１通とする。ただ

し、法人市民税の納税証明書については、当該法人の１事業年度

をもって１通とする。 

  ２    省  略 

付 則 

 この条例は、公布の日から起算して７月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。 


